
第一種大規模小売店舗立地法特例区域及び第二種大規模小売店舗立地法特例区域について 
 

 

 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第３６条第１項及び第５５条第１項の

規定により、八戸市に係る第一種及び第二種大規模小売店舗立地法特例区域を平成２２年１２月２７日

付けで定め、平成２８年４月８日付けで変更しましたので、お知らせします。 

 なお、当該特例区域を定めるにあたって、同法第３６条第９項及び第５５条第４項で準用する同条同

項の規定に基づき、当該特例区域の案に対する住民等の意見を求めましたが、意見はありませんでした。 

 

 

１．第一種大規模小売店舗立地法特例区域 

（１）八戸市大字三日町１３の２、１３の３、１３の４、１３の５、１３の７、１３の８、 

１３の９、１３の１１、１３の１２、１３の１３ 

八戸市大字番町２６の１、２６の２、２６の３、２６の４、２７、３０の８、３０の９、 

３１の３、３１の４ 

（２）八戸市大字三日町２６の１、２７の１、２８の１ 

（３）八戸市大字十三日町１１の１、１２の１、１２の２、１３の１ 

八戸市大字番町３９、４０の３、４０の４、４１の２、４１の３、４２、４３の１、 

４３の２ 

（４）八戸市大字十三日町１の１、１の３、２の１、２の３、３の１ 

   八戸市大字番町４４の１ 

八戸市大字堤町１４の１、１５の１、１５の２、１６の１、１６の３、１７の１ 

（５）八戸市大字十三日町１７の２、１７の３、１７の４、１７の５、１７の６ 

   八戸市大字十六日町４の１、４の２、４の３、４の４、４の５ 

 

   

２．第二種大規模小売店舗立地法特例区域 

（１）八戸市大字八日町４３の１、４４の１、４５、４６、４７、４８ 

八戸市大字朔日町１、２、３    

  （２）八戸市大字六日町１６の２、１７ 

  （３）八戸市大字六日町１４、１５、１６の１ 

 


